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指定居宅サービスを提供するうえでの留意事項 

 

１．指定居宅サービスの人員・設備・運営に関する基準及び介護報酬について 

  ・業務継続計画の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１～２ 

  ・大阪府認知症介護基礎研修のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３～４ 

  ・福祉サービス第三者評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５～６ 

  ・新型コロナウィルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あた

りの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例に

ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

  ・ハラスメント相談窓口（労働相談）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

  ・居宅サービス事業者の講ずべきハラスメント対策について・・・・・・・・・９～２８ 

  ・石川県能登地方を震源とする地震に関する通知・事務連絡等・・・・・・・・・・２９ 

 




























































